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三重県伝統産業原材料確保対策支援補助金事前着手届 

 

令和 年 月 日付けで交付申請した三重県伝統産業確保対策支援補助金について、補助

金交付決定前に事業に着手したいので、三重県伝統産業原材料確保対策支援補助金交付要領

第８条第２項に基づき、下記１の条件を了承のうえ届け出ます。 

 

記 

 

１ 届出に当たっての条件 

（１）交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生 

じた場合においても、その損失は申請者が負担すること。 

（２）交付決定を受けた補助金の額が交付申請額に達しない場合及び補助金の不交付の決定 

が行われた場合においても、異議を申し立てないこと。 

（３）届け出た内容について、着手から交付決定を受ける期間内においては変更を行わない 

こと。 

 

２ 事前着手が必要な業務及びその理由 

 

 

 

３ 着手予定年月日  令和   年   月   日 
           ※交付申請日以前の日を着手予定年月日とすることはできません。 

［様式第２号］ 


